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Go To Webinar の利用方法(PC) 1/2

資料はこちらからダウンロードできます。

質問はこちらに入力して下さい。

矢印マークを押すと、パネルが折り
たたまれます（小さくなります。）

送信された質問は主催側のみに表示され、他の参
加者の方の画面には表示されません。
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講師

資料

「Webカメラ」をクリック
して、講師の画像の位
置を上下左右、好きな
位置に変更可能。

境界線を動かして、講
師画像と資料画像の
大きさを変更可能。

Go To Webinar の利用方法(PC) 2/2
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講師と資料の画面は同時に
映りません。左右にスワイプし
て、どちらかを選んでください。
また、画面をタッチ（ピンチ）
して、資料や画像を拡大して
見ていただくこともできます。

Go To Webinarの利用方法(スマートフォン) 1/2

講師／資料

資料の取得はこちらから

◆iPhoneの場合

講師／資料

質問はこちらから。
タップすると右の画面

になります。

質問を入力して、
「送信」をタップ

送信された質問は主催側のみ
に表示され、他の参加者の方
の画面には表示されません。

3



WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY

Go To Webinarの利用方法(スマートフォン) 2/2
◆Androidの場合

資料

講師
資料の取得は
こちらから

資料

講師

質問はこちらから。
タップすると右の画
面になります。

質問を入力して、
「送信」をタップ
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本日の内容 – マドリッド国際登録後の管理 (各種変更手続き)–
5

1. 国際登録後の各種変更手続きの基礎知識
2. 各種変更手続きの概要及び留意点

1) 名義人の名称・住所変更
2) 名義変更
3) 代理人の名称・住所変更
4) 代理人選任・変更
5) 商品役務のリストの限定
6) 国際登録の取消
7) 国際登録の放棄
8) 変更手続き全体に関すること

3. Q&A セッション
4. お知らせ
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ご質問
国際登録後の各種変更手続きを行ったことはありますか？

ある

ない
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本日の内容 – マドリッド国際登録後の管理 (各種変更手続き)–
7

1. 国際登録後の各種変更手続きの基礎知識
2. 各種変更手続きの概要及び留意点

1) 名義人の名称・住所変更
2) 名義変更
3) 代理人の名称・住所変更
4) 代理人選任・変更
5) 商品役務のリストの限定
6) 国際登録の取消
7) 国際登録の放棄
8) 変更手続き全体に関すること

3. Q&A セッション
4. お知らせ
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各種変更手続きの基礎知識
8

マドリッド制度のメリット「一括管理」とは？

各種変更の手続き書類（MM様式）の提出先は？

MM様式を記入・提出する以外の手続き方法はある？

手続きは全て有料？
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9

手続き ＭＭ様式 ＭＭ様式の提出先 オンラインツール 料金(スイスフラン)
1) 名義人の名称・住所変更 MM9 WIPOへ直接 あり 150
2) 名義変更 MM5 WIPO又は締約国官庁 未対応 177 (×国際登録数)
3) 代理人の名称・住所変更 MM10 WIPOへ直接 あり 無料
4) 代理人の選任・変更 MM12 WIPOへ直接 あり 無料
5) 商品役務リストの限定 MM6 WIPOへ直接 あり 177 (×国際登録数)
6) 放棄 MM7 WIPOへ直接 あり 無料
7) 取消 MM8 WIPOへ直接 未対応 無料

各種変更手続きの基礎知識
国際登録の一括管理：WIPOに対して変更手続きをすることで、一括して各種変更ができる。

WIPOが国際登録簿に変更を記録し、指定国へ通報。指定国に対する個別の変更手続きは不要。
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各種手続きの様式
10

https://www.wipo.int/madrid/en/forms/

様式のダウンロード

オンラインツール

手続きの種類及び
様式記載ガイド
(Note for filing)最新版情報

「各種様式」をクリック

https://www.wipo.int/madrid/en/forms/
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MM様式(例)
11

. . . .
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作成した様式の提出 (1)
12

https://www.wipo.int/madrid/en/forms/

「Submit a form to 
WIPO」をクリック

「Upload a form」をクリックし、
作成した様式をアップロード

手続きされる方(名義人又は
代理人)のメールアドレスを入力

複数提出する際、様式ご
とにWIPOの受領確認メー
ルが必要な場合にチェック

「Submit」をクリックして完了
(WIPOから受領確認メールが届く)

https://www.wipo.int/madrid/en/forms/
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作成した様式の提出 (2)
13

https://www3.wipo.int/contact/en/madrid/

「a form submission」
をクリック

「Upload a form」をクリックし、
作成した様式をアップロード

手続きされる方(名義人又は
代理人)のメールアドレスを入力

複数提出する際、様式ご
とにWIPOの受領確認メー
ルが必要な場合にチェック

「Submit」をクリックして完了
(WIPOから受領確認メールが届く)

https://www3.wipo.int/contact/en/madrid/
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オンラインツールで手続きする場合
14

オンラインツールのご利用には、WIPOユーザーアカウントでのログインが必要。
アカウントをお持ちでない場合は、「Create WIPO Account」からアカウントを作成。
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WIPO IP Portal からのオンラインツールへのアクセス 15

左上の「MENU」をクリックし、「TRADEMARKS」-「File&Manage」-から行いたい手続きを選択。
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料金の支払い方法

MM様式による手続き
• 銀行送金
• WIPO予納口座

オンラインツールによる手続き
• クレジットカード
• WIPO予納口座

16
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ご質問
各種変更のオンラインツールについてご存じでしたか？

オンラインツールで手続きしたことがある
オンラインツールの存在は知っているが使ったことはない
オンラインツールの存在を知らなかった

17
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本日の内容 – マドリッド国際登録後の管理 (各種変更手続き)–
18

1. 国際登録後の各種変更手続きの基礎知識
2. 各種変更手続きの概要及び留意点

1) 名義人の名称・住所変更
2) 名義変更
3) 代理人の名称・住所変更
4) 代理人選任・変更
5) 商品役務のリストの限定
6) 国際登録の取消
7) 国際登録の放棄
8) 変更手続き全体に関すること

3. Q&A セッション
4. お知らせ
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1) 名義人の名称・住所変更 - 概要・留意点-
Change in the Name or Address of the Holder or, 
where the Holder is a Legal Entity, Introduce or Change Indications Concerning its Legal Nature

19

国際登録の名義人の氏名 (名称) ・住所 (居所) の変更の記録、又は名義人が法
人である場合における名義人の法的性質に係る表示の追加・変更の記録の請求
様式MM9 又は オンラインツール(Change in holder details)
MM様式の提出：WIPOへ直接(WIPOウェブサイトからアップロードして提出)
同じ名義で国際登録されているものであれば複数の国際登録について、1の手続き
で変更可能
1 の手続きで、複数項目（氏名、住所及び法的性質）の変更が可能
料金：150 スイスフラン
名義人のメールアドレス・連絡先住所を変更する場合はオンラインツールで手続き
（料金不要）
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1) 名義人の名称・住所変更 - オンラインツール (1/3) -
20

155 スイスフラン
必要な手続き

無料の手続き

名称変更

法的性質の
追加・変更

住所変更

メールアドレスの
追加・変更
連絡先住所の
追加・変更・削除

「Change in holder details」にアクセスし、変更したい項目を選択（複数選択可）。

メールアドレス、連絡先住所の変更は
様式MM9では手続きできない。
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1) 名義人の名称・住所変更 - オンラインツール (2/3) -
21

対象案件を検索。

・名義人の名称
・代理人の名称
・商標
・国際登録番号
から対象案件を検索
（1又は複数の項目を
入力して検索可） 「Search」ボタンを

クリックして検索
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1) 名義人の名称・住所変更 - オンラインツール (3/3) -
22

検索結果がリスト形式で表示される。リストから変更したい案件を選択。

「Next」ボタンをク
リックし、次の画面
の案内に沿って必
要事項を入力

対象案件に
チェックを入れる
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2) 名義変更 - 概要・留意点 (1/3) -
Change in Ownership

23

国際登録の名義の変更（権利移転）の記録の請求
様式MM5
MM様式の提出：
• 譲渡人・譲受人・いずれかの代理人、誰でもWIPOのウェブサイトからアップロード可能
• 譲渡人又はその代理人は譲渡人の締約国官庁、譲受人又はその代理人は譲受
人の締約国官庁に提出することも可能

• 譲渡人が破産等により署名できない場合、譲受人の締約国官庁に提出
譲受人が新名義人となるための資格
• マドリッド協定議定書2条(1)における国籍、住所又は営業所の要件を満たすこと
• 新名義人が複数の場合、全員が議定書2条(1)の要件を満たす必要
• 複数国において要件を満たす場合、すべて記載することが可能（マドリッド協定加盟
国の場合、更新時の料金を節約できる可能性）
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2) 名義変更 - 概要・留意点 (2/3) -
24

全部移転又は一部移転が可能
• 一部移転とは、1) 一部の商品役務を、全ての指定国について移転

2) 全ての商品役務を、一部の指定国について移転
3) 一部の商品役務を、一部の指定国ついて移転

• 一部移転の場合、移転された部分はもとの国際登録とは別の国際登録となる
（例：IRN 1234567A）
全部移転の場合は、同一名義人の複数の国際登録を1の手続きで変更可能
代理人の選任
• 全部移転の場合、旧名義人の代理人は新名義人により再選任されない限り職権
で抹消

MM5への新名義人・新代理人のメールアドレスの記載必須
WIPOへの譲渡証書等の証明書類の提出は不要
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2) 名義変更 - 概要・留意点 (3/3) -
25

指定国官庁による名義変更無効の宣言
• WIPO は名義変更を国際登録簿に記録後、指定国官庁に通報。指定国官庁は、
国内法令に照らし、名義変更が当該指定国において効力を有するか否かを判断。
指定国において名義変更が認められない場合、WIPOの通報日から18か月以内に
指定国官庁は名義変更無効の宣言を送付（27規則(4)）。

• 名義変更無効の宣言には以下が記載される。
(i) 名義人の変更が効力を有しない理由
(ii) 対応する法令の主要な条項、及び
(iii) かかる宣言を再審査又は抗告の対象とすることができるかどうか

料金
• 177 スイスフラン × 国際登録数
• 日本国特許庁経由で提出する場合は、別途、日本国特許庁の手数料(手続き1件
あたり4,200円)が必要
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3) 代理人の名称・住所変更 - 概要・留意点 -
Change in the name and/or address of the representative

26

国際登録の代理人の名称・住所の変更の記録の請求

様式MM10 又は オンラインツール (Management of representative)

MM様式の提出：WIPOへ直接(WIPOウェブサイトからアップロードして提出)

同じ代理人が代理している国際登録であれば複数の国際登録について、1の手続
きで変更可能

料金：不要
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27

国際登録の代理人の選任の記録の請求
（各指定国に対する手続きの代理人は、各指定国の法令に従い選任等を行う）
様式MM12 又は オンラインツール(Management of representative)
MM様式の提出：WIPOへ直接(WIPOウェブサイトからアップロードして提出)
委任状の提出は不要
同じ名義人の国際登録であれば複数の国際登録について、1の手続きで選任・変更
可能
代理人を変更する場合、代理人辞任届は不要。新たな代理人の選任手続きをする
ことにより、旧代理人は抹消され、新代理人が記録される。
代理人を解任・辞任する場合はオンラインツールで手続き
料金：不要

4) 代理人の選任 - 概要・留意点 -
Appointment of representative
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28

3) & 4) 代理人の名称・住所変更、選任・変更 - オンラインツール -

代理人選任

代理人取消

代理人の名称・
住所等変更

3つめの画面で「A change in address 
of the Representative」を選択すると
「Contact details（メールアドレス、電
話番号）」も変更することができる。
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5) 限定、6) 放棄、7) 取消 - 比較 -
29

限定（MM6）
Limitation

放棄（MM7）
Renunciation

取消（MM8）
Cancellation

商品役務 一部商品役務 全商品役務 一部・全商品役務
指定国 一部・全指定国 一部指定国 全指定国
手数料 177 スイスフラン 不要 不要

登録簿への効果 残存 残存 抹消
事後指定の可否 可 可 不可
オンラインツール あり あり 未対応
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5) 限定 - 概要・留意点 -
Limitation of the List of Goods and Services

30

国際登録の商品・役務の範囲の限定の記録の請求
（全部又は一部の指定国について、一部の商品・役務に限定する手続き）
様式MM6 又は オンラインツール(Limitation of goods and services)
MM様式の提出：WIPOへ直接(WIPOウェブサイトからアップロードして提出)
同一名義人の国際登録であって、同じ内容の限定を行う場合は複数の国際登
録について、1の手続きで一括して限定可能（同じ国際登録であっても指定国ご
とに異なる内容の限定をする場合は、個別に手続きが必要）
商品役務が残らない場合、「限定」の手続きはできない
限定される前の範囲も国際登録簿本体には残っているため、事後指定可能
料金：177 スイスフラン
指定国官庁は、WIPOの通報日から18か月以内に当該指定国において限定が
効力を有しない旨の宣言を送付可能（27規則(5)）。
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5) 限定 - オンラインツール (1/3) -
31

手続きしたい案件
の国際登録番号

を入力
「Submit」を
クリック
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5) 限定 - オンラインツール (2/3) -
32

「Select all」一括選択
「Unselect all」一括選択解除

限定したい国を
個別に選択

国際登録簿に記録されている指定国が表示される。この中から限定する指定国を選択し、
右下の「Next」をクリック。
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5) 限定 - オンラインツール (3/3) -
33

「View/Modify Class」で商
品役務の表示を編集

「Remove entire Class」で
区分を削除

国際登録簿に記録されている商品役務が表示される。商品役務の編集又は区分の削除により商品役務
のリストを限定し、「Next」をクリック。内容・料金の確認、署名、支払いを行って手続き完了。
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6) 放棄 - 概要・留意点 –
Renunciation

34

国際登録の一部指定国の放棄の記録の請求
（一部の指定国について、全ての商品役務の指定を放棄する手続き）
様式MM7 又は オンラインツール(Renunciation)
MM様式の提出：WIPOへ直接(WIPOウェブサイトからアップロードして提出)
同一名義人の国際登録であれば複数の国際登録について、1の手続きで一括し
て放棄の手続き可能
指定国が残らない場合、「放棄」の手続きはできない
放棄した指定国について、事後指定可能
料金：不要
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6) 放棄 - オンラインツール –
35

「Next」をクリックし、
1. 国際登録番号を入力して

対象案件を呼び出し、内
容確認

2. 放棄したい指定国を選択
3. 手続き内容の確認
4. 署名
で手続き完了

手続き者の属性
(名義人又は代理人)

を選択
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7) 取消 - 概要・留意点 –
Cancellation

36

国際登録の取消の記録の請求
（全ての指定国について、一部又は全部の商品役務の指定を放棄する手続き）
様式MM8
MM様式の提出：WIPOへ直接(WIPOウェブサイトからアップロードして提出)
全部商品役務の取消の場合、同一名義人の国際登録であれば複数の国際登録
について、1の手続きで一括して取消の手続き可能
取り消した商品役務については、国際登録簿から抹消されるため事後指定できない
料金：不要
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8) 変更手続き全体に関すること - 署名 (1/2) -
37

WIPOへ提出する様式の署名欄は、直筆や押印でなく、タイピングによる署名でも可

https://www.wipo.int/madrid/en/news/2020/news_0009.html

https://www.wipo.int/madrid/en/news/2020/news_0009.html
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38

日本国特許庁へ提出する様式は、一部の手続きを除き署名/押印が不要

出典：日本国特許庁ホームページ, https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/20210122_henko.html

8) 変更手続き全体に関すること - 署名 (2/2) -

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/20210122_henko.html
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39

国際登録の名義人の氏名 (名称) や代理人の氏名(名称)は、国際登録簿に記録さ
れているとおりに記載。

代理人の選任に関する規則改正（2021年11月1日施行）
• 従来、各種変更手続きと同時に代理人を選任することができたが、代理人選任部
分には不備がないにも関わらず、手続きの他の部分に何らかの不備があった場合、代
理人選任も遅延。そこで、国際出願及び名義変更以外の手続きにおける代理人選
任手続きを廃止。

• 国際出願時・名義人変更時の代理人選任は引き続き可能。国際出願及び名義変
更以外の手続きの際に代理人を選任・変更したい場合は、MM12 又はオンライン
ツール(Management of representative)で手続きが必要。

8) 変更手続き全体に関すること - 留意点 -
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8) 変更手続き全体に関すること - WIPOの処理期間 -

WIPOマドリッドページに
処理期間を掲載

変更の記録の請求をWIPOが受理してから、請求内容に不備がなければ、平均30日
で国際登録簿に変更が記録されている。



WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY

41

8) 変更手続き全体に関すること - 処理状況・記録の確認 -

Madrid Monitorの「Real-time Status」
タブでWIPOの処理状況、「Full details」
タブの「Transaction History」で変更の
記録を確認。
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本日の内容 – マドリッド国際登録後の管理 (各種変更手続き)–
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1. 国際登録後の各種変更手続きの基礎知識
2. 各種変更手続きの概要及び留意点

1) 名義人の名称・住所変更
2) 名義変更
3) 代理人の名称・住所変更
4) 代理人選任・変更
5) 商品役務のリストの限定
6) 国際登録の取消
7) 国際登録の放棄
8) 変更手続き全体に関すること

3. Q&A セッション
4. お知らせ
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Q&Aセッション
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1. 国際登録後の各種変更手続きの基礎知識
2. 各種変更手続きの概要及び留意点

1) 名義人の名称・住所変更
2) 名義変更
3) 代理人の名称・住所変更
4) 代理人選任・変更
5) 商品役務のリストの限定
6) 国際登録の取消
7) 国際登録の放棄
8) 変更手続き全体に関すること

3. Q&A セッション
4. お知らせ
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マドリッド制度の最新情報

マドリッド制度ウェブサイト

マドリッドニュース

マドリッド関連日本語ウェビナー
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WIPOウェブサイト
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マドリッド制度ウェブ
サイトへのリンク

IP Services
をクリック
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WIPOウェブサイト (マドリッドページ)
47

WIPOニュースレ
ターの購読申込
（無料）

最新のマドリッド
関連ニュース

インターフェイスの
言語選択
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世界知的所有権機関(WIPO)日本事務所

住所: 〒100-0013 
東京都千代田区霞が関1丁目4-2 
大同生命霞が関ビル3階

TEL: 03-5532-5030
FAX: 03-5532-5031
E-Mail: japan.office@wipo.int
URL:  www.wipo.int/japan
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お問い合わせ先

mailto:japan.office@wipo.int
http://www.wipo.int/japan
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